
 投資家の意思決定に必要な時間を十分確保し、定時株主総会での議決権行使に役立てるためには、有報の
開示は、総会の招集通知と同時期であり、一体開示が可能となる総会３週間以上前が最も望ましい。

 その実現のためには、株主総会より前に有報が開示される慣行の醸成も重要であることから、本年３月28日

に金融担当大臣より「株主総会前の適切な情報提供について（要請）」を発出し、取組の第一歩として、本年
から、まずは有価証券報告書を株主総会の前日ないし数日前に提出することの検討を要請。

 今後、要請を受けた企業の対応状況を把握しつつ、総会開催日の後倒しによる総会３週間以上前の有報開
示（有報開示後の総会）を容易にするための施策の実施等に取り組んでいくことが考えられる。

「有報開示後の総会」を実現するための今後の取組について
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② 上場会社に対し、適切な情報提供を要請

a.  実態を把握しつつ、有報レビューにおいて調査

③ 各種情報を集約したウェブサイトを作成し、
業界団体とも連携しつつ、周知・啓発を実施

a.  従前の制度・運用面の取組を総覧するとともに、解釈
を明確化

b.  上場企業における取組の好事例を公表

c.  総会２週間以上前の開示を予定する会社を事前公表

d.  総会より前に有報を開示した会社を事後公表

上場会社 投資家

✓ スチュワードシップ活動の実質化のため、
投資先企業の状況を的確に把握した上で
エンゲージメントを行う必要

➢ 対話を通じて適切な情報開示の必要性を伝達

➢ 議決権基準日変更やそれに伴う配当決議の
取締役会授権に係る定款変更議案について
は、その趣旨を踏まえて適切に判断

① 上場会社の取組を支援

a.  実例創出・実務上の課題解決のため、勉強会を実施

b.  実例を創出しつつ、一体開示用のフォーマットを整備

c.  関係省庁合同で相談窓口を設置

④ 制度面の対応を検討

a.  有報開示後の総会の重要性をコーポレートガバナンス・コードで明確化・要請

b.  法制審議会等において、総会に係る規律の見直し

c.  一体開示をより容易にするためにも、有報の記載事項を整理

フォーマット

支援・要請・周知
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実施
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